
 

 

この「年末調整に係る定額減税のための申告書」（以下「年末調整に係る申告書」といいます。）は、「給与所得者

の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」に記載していない同一生計配偶者や「令和

６年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」（以下「扶養控除等申告書」といいます。）に記載していない扶養

親族（以下、「同一生計配偶者」及び「扶養親族」を合わせて「同一生計配偶者等」といいます。）について、年末調

整において定額減税額の計算に含める場合に、年末調整を行うときまでに勤務先へ提出してください。 

＊申告書提出における留意事項＊ 

  １ 扶養控除等申告書に記載した控除対象扶養親族又は 16歳未満の扶養親族については、既に定額減税額の計算に含まれてい

ますので、この年末調整に係る申告書に記載して提出する必要はありません。 

  ２ 扶養控除等申告書又は「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に配偶者の氏名等を記載して提出した場合であっても、

年末調整においてその同一生計配偶者を定額減税額の計算に含める場合には、同一生計配偶者の氏名等を記載した配偶者控

除等申告書又は年末調整に係る申告書のいずれかを提出する必要がありますので、別途国税庁が作成する「給与所得者の配

偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」（兼用様式）を記載して勤務先に提出してください。 

  ３ 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に扶養親族の氏名等を記載して提出した場合であっても、扶養控除等申告書

に記載していない扶養親族を年末調整において定額減税額の計算に含める場合には、この年末調整に係る申告書を記載して

勤務先に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「年末調整に係る申告書」として使用する旨を記載 

 

 

 

 

年末調整において、同一生計配偶者等を定額減税額の計算に含めるためにこの年末調整に係る申告書を提出する

場合は「□」にチェックを記載します。 

○ 令和６年分 年末調整に係る定額減税のための申告書 

記載例 
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２ 

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word3
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word7
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word7
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_02.pdf


 ２ 同一生計配偶者又は扶養親族の記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

▶➊同一生計配偶者又は扶養親族の氏名           ▶➌居住者に該当 

 

 

 

 

▶➋個人番号                             ▶➍本年中の所得の見積額 

 

 

 

※申告書の記載に当たっての注意事項※ 

 

➊ ➋ 

➌ ➍ 

同一生計配偶者等の氏名とフリガナを記載します。 

※ 「給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額

減税のための申告書」に記載した同一生計配偶者、扶養控除等申

告書に記載した控除対象扶養親族又は 16 歳未満の扶養親族につ

いては記載する必要はありません。 

同一生計配偶者等が居住者であることを確認してチェック

を記載します。 

※ 同一生計配偶者等が非居住者に該当する場合、その同一生計配

偶者等は定額減税額の計算に含めることはできません。 

同一生計配偶者等の個人番号を記載する必要がありますが、

一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合があります

ので、勤務先に確認してください。 

同一生計配偶者等の令和６年中の合計所得金額の見積額を

記載します。 

※ 合計所得金額の見積額が 48万円を超える場合、その同一生計配

偶者等は定額減税額の計算に含めることはできません。 

➊ ➋ 

➌ ➍ 

１ 夫婦共働き世帯のように、同じ世帯に所得者が２人以上いる場合は、次のとおりとなりますので、１人の同一生計配偶

者や扶養親族の方について、あなたと他の所得者のそれぞれの申告書に重複して記載することのないよう注意してくださ

い。 

イ あなたの同一生計配偶者が他の所得者の扶養親族にも該当する場合、重複してその同一生計配偶者を定額減税額の計

算に含めることはできません（あなた又は他の所得者のいずれか１人の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものと

して定額減税額の計算を行うこととなります。）。 

ロ あなたの扶養親族が他の所得者の扶養親族にも該当する場合、重複してその扶養親族を定額減税額の計算に含めるこ

とはできません（あなた又は他の所得者のいずれか１人の扶養親族に該当するものとして定額減税額の計算を行うこと

となります。）。 

ハ 上記イ及びロの場合において、その同一生計配偶者等がどなたの同一生計配偶者や扶養親族として定額減税額の計算

に含められるかは、扶養控除等申告書や源泉徴収に係る申告書に記載されたところなどによります。 

２ 令和６年中にあなたの配偶者が死亡し、同年中にあなたが再婚した場合、定額減税額の計算に含めることができる同一

生計配偶者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のいずれか１人に限られます。 

３ 上記１及び２の場合において、あなたがその同一生計配偶者等に係る配偶者控除や扶養控除などの所得控除を受けると

きは、その同一生計配偶者等についてはあなたの定額減税額の計算に含めることとなります。 

  逆に、例えば、あなたの扶養親族について、その扶養親族があなたの妻のもとで扶養控除を受ける場合は、あなたの定

額減税額の計算に含めることはできず、あなたの妻の定額減税額の計算に含めることとなります。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word2

